
 

49 第２章 医療施設の概要と施設基準 
注）上記改定情報については、日本医療福祉建築協会法規員会の分析による 

 
 
 
 

平成 26 年度の診療報酬改定において、急性期後の受入をはじめとする地域包括ケアシステム

を支える病棟の充実が求められていることから、新たに地域包括ケア病棟を新設することにより、

平成 26 年 9 月 30 日をもって廃止された。 

3) 急性期医療関連 6 亜急性期病床 


